
平成２９年和光市議会３月定例会

提出議案の概要

和光市



諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

担 当 総務人権課

【目的】

人権擁護委員山﨑すみ子氏の任期が平成２９年６月３０日をもって満了となること

から、引き続き同氏を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号

）第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものです。

議 案 第 １ 号 和光市公平委員会委員の選任について

担 当 職員課

【目的】

和光市公平委員会委員の山崎宏征氏の任期が平成２９年３月１０日をもって満了と

なることから、引き続き同氏を選任することについて、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものです。

議 案 第 ２ 号 和光市公平委員会委員の選任について

担 当 職員課

【目的】

和光市公平委員会委員の田中敏雄氏の任期が平成２９年３月１０日をもって満了と

なることから、引き続き同氏を選任することについて、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものです。

議 案 第 ３ 号 和光市公平委員会委員の選任について

担 当 職員課

【目的】

和光市公平委員会委員の二階堂享子氏の任期が平成２９年３月１０日をもって満了

となることから、新たに山下麻子氏を選任することについて、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものです。

議 案 第 ４ 号 和光市固定資産評価審査委員会委員の選任について

担 当 職員課

【目的】

和光市固定資産評価審査委員会委員の山﨑雅博氏の任期が平成２９年３月７日をも

って満了となることから、新たに横室静男氏を選任することについて、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるもので

す。
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議 案 第 ５ 号 第四次和光市総合振興計画基本構想の一部を改定することについて

担 当 政策課

【目的】

第四次和光市総合振興計画基本構想に掲げた施策２「交通の利便性を生かした産業

拠点の整備」に（仮称）和光北インター東部地区土地区画整理事業に関することを追

加するものです。

【改定理由】

和光北インター地区東側において一般国道２５４号和光富士見バイパスの延伸と合

わせた沿線地域の一体的な整備の機運が高まるなか、土地区画整理組合の設立及び市

街化区域の編入にあたっては、新たな土地区画整理事業を市の最上位計画である基本

構想に位置付ける必要があるため、和光北インターチェンジ周辺の整備に関すること

を定めた施策２を改定するものです。

【主な改定内容】

○「施策の目的」に下線の箇所を追加しました。

東京外かく環状道路、一般国道２５４号和光富士見バイパスの優れた交通条件を

いかし、和光北インターチェンジ周辺に先端的な研究・開発施設及び物流関連施設

等の新たな産業拠点を整備します。

○「課題」に下線の箇所を追加しました。

新産業・物流業務地区として整備を進めるため、企業誘致を進める関係機関や和

光理研インキュベーションプラザとの連携を図ることが必要です。

また、意向調査では、埼玉県が進める一般国道２５４号和光富士見バイパスの延

伸計画の進展に伴い、和光北インター地区の東側においても産業拠点としての整備

を望む声が多くなっています。

土地区画整理事業による新たな産業拠点の整備に当たっては、近隣住民の生活環

境に配慮する必要があります。

○「取組内容」に下線の箇所を追加しました。

①～③（略）

④ 新たな地区の事業化

一般国道２５４号和光富士見バイパスの延伸及び沿線地域の一体的な整備に

向け、新たな土地区画整理事業の組合設立認可の取得を支援する。
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議 案 第 ６ 号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 職員課

【目的】

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、離職することなく働き続けるこ

とができる社会を実現させることを目的として、民間労働法制及び国家公務員に係る

規定の改正が行われ、また、地方公務員についても、これらの改正内容に準じた法改

正が行われたことから、当市においても、職員の育児支援・介護支援に係る規定の改

正を行い、雇用環境を整備するものです。

【内容】

１ 主な改正内容

(1) 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

育児休業の対象となる「子」の範囲を拡大します。

(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について

ア 介護休暇を請求できる期間を３回まで分割取得可能にします。

イ 要介護者の介護のため、１日につき２時間を超えない範囲内で勤務しないこ

とができる介護時間の制度を新設します。

２ 施行期日

公布の日から施行します。
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議 案 第 ７ 号 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を定めることについて

担 当 産業支援課（農業委員会事務局）、政策課

【目的】

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）が平成２８年４月１日に改

正施行されたことに伴い、農業委員会委員の報酬について所要の改正を行います。ま

た、総合振興計画審議会の委員報酬について、審議会の実施形態に合わせた支給に改

正します。

【内容】

１ 改正の要点

(1) 農業委員会委員の報酬について（第２条第３項、第４条第２項）

農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員会委員の役割が強化さ

れました。そのため、改正法施行後に任命された委員については、従来の報酬に

加え、国費の農地利用最適化交付金から、農業委員会委員の活動実績及び成果実

績に応じた額を支給します。

(2) 総合振興計画審議会の報酬について（別表）

審議会が部会長を中心として行われる場合、実質的に会長と同様の役割を担う

ことから、会長と同額支給することとします。

２ 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。
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議 案 第 ８ 号 和光市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 課税課

【目的】

地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）並びに社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税

法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第８６号）及び地

方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第３６

０号）の施行に伴い、和光市税条例等の一部を改正する条例を定める必要が生じたた

め、所要の改正を行うものです。

【内容】

１ 改正の要点

(1) 個人市民税

ア 医療費控除の特例の導入〔附則第６条関係〕

(ｱ) 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人市民税に限り、健康

の維持増進及び疾病の予防への取組として、健診、予防接種等を受けている

個人を対象として、特定一般用医薬品等の購入費用を年間１２，０００円を

超えて支払った場合には、その購入費用（年間１０万円を限度）のうち、１

２，０００円を超える部分の金額を所得控除するものです。ただし、現行の

医療費控除との選択制とします。

(ｲ) 施行期日

平成３０年１月１日から施行します。

イ 住宅ロ－ン減税における適用期限の延長〔附則第７条の３の２関係〕

(ｱ) 個人住民税における住宅ロ－ン減税措置について、適用期限を平成３３年

１２月３１日まで２年半延長するものです。

(ｲ) 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。

(2) 法人市民税

ア 法人市民税法人税割の税率の引下げ〔第２１条関係〕

(ｱ) 法人税割の税率を、９．７％から６．０％に引き下げるものです。

（▲３．７％）

(ｲ) 施行期日

平成３１年１０月１日から施行します。
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(3) 軽自動車税

ア 環境性能割の導入

(ｱ) 軽自動車について、グリーン化（環境への負荷低減に資するための施策）

を進める観点から、自動車取得税（県税）を廃止し、軽自動車税（市税）に

「環境性能割」を創設します。これに伴い、現行の軽自動車税を「種別割」

とするものです。環境性能割の賦課徴収は、当分の間、県が行います。

〔第８条、第６９条、第６９条の２、第６９条の４、第６９条の５、第６９

条の６、第６９条の７、第６９条の８、第６９条の９、第７０条、第７１

条、第７２条、第７４条、第７５条、第７６条、第７７条、第７８条、第７

９条、附則第１５条の３、附則第１５条の４、附則第１５条の５、附則第１

５条の６、附則第１５条の７、及び平成２６年改正附則第５条関係〕

(ｲ) 施行期日

平成３１年１０月１日から施行します。

イ 軽自動車税におけるグリーン化特例（軽課）の１年延長〔附則第１６条関係〕

(ｱ) 現行の軽自動車税に係るグリーン化特例（軽課）の適用期限を１年延長

し、平成２８年度に新規取得した３輪以上の軽自動車（新車に限る。）に適

用するものです。

(ｲ) 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。

(4) その他〔第９条、平成２７年度改正附則第５条関係〕

法改正に併せて、所要の規定を整備（条項ずれ修正、文言の削除等）します。
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議 案 第 ９ 号 和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 建築課

【目的】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）の施

行に伴い、都市の低炭素建築等計画の認定及び、建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定について、申請手数料の額等、所要の改正を行うものです。

【内容】

１ 改正の要点

(1) 別表第７号について（都市の低炭素化の促進に関する法律関係）

「登録住宅性能評価機関等」の構成機関である「登録建築物調査機関」が、

「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に改まります。

「登録住宅性能評価機関等」が公布する評価書類について、従来の適合証だけ

でなく、新たに「設計住宅性能評価書」が加わります。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による申請について、

新たに手数料を定めます。

(2) 別表第８号について（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴う条文整理を行い

ます。「建築物の住戸」を「建築物の住宅」に、「省令第８条」を「省令第１０

号」に改めます。

２ 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。
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議案第１０号 和光市まちづくり寄附条例の一部を改正する条例を定めることについ

て

担 当 総務人権課

【目的】

和光市まちづくり寄附制度においては、「寄附者の意向を政策に反映させることに

より、寄附を通じた多様な人々の参加による活力あるまちづくりを実現すること」を

目的としています。

しかし、寄附の受入方法及び返礼品の拡充により寄附の件数が増加する一方で、寄

附の用途である寄附事業を指定しない寄附の件数も増加しています。

このことから、より魅力的で寄附をしやすい寄附制度とするために、和光市まちづ

くり寄附条例（平成２４年条例第１２号）について改正を行うものです。

【内容】

１ 改正の概要

(1) 寄附事業の区分（第２条第１項関係）

寄附事業は次のとおり第四次和光市総合振興計画に沿ったものとし、「快適で

暮らしやすいまちづくりのための事業（都市基盤）」、「自ら学び心豊かに創造

性を育むまちづくりのための事業（教育・文化・交流）」、「健やかに暮らしみ

んなで支え合うまちづくりのための事業（保健・福祉・医療）」、「安らぎと賑

わいある美しいまちづくりのための事業（生活・環境・産業）」、「市政を推進

するための事業（市民参加・協働・連携）」の５つの区分とします。また、この

５つの区分に含まれない事業に寄附を活用する場合を想定し、６つ目の区分とし

て「前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業」を設けます。

(2) 寄附事業の内容の規定（第２条第２項関係）

寄附事業の詳細な内容については、施行規則において規定します。

(3) 寄附者による用途の指定（第３条関係）

特定の事業について限定的に寄附を希望する寄附者の思いに応えるため、寄附

者は寄附事業又は寄附事業の内容のいずれかを寄附金の用途として指定できるこ

とを規定します。

２ 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。
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議案第１１号 和光市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることに

ついて

担 当 保育施設課

【目的】

和光市しもにいくら保育園について、平成２９年度から定員を減少して運営し、

平成３０年度末をもって廃止するため、所要の改正を行うものです。

【内容・施行期日】

１ 定員について

(1) 内容

定員を６０名から３０名に変更します。

(2) 施行期日

この改正規定は、平成２９年４月１日から施行します。

２ 保育園の廃止について

(1) 内容

平成３１年３月３１日に廃止します。

(2) 施行期日

この改正規定は、平成３１年４月１日から施行します。
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議案第１２号 和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例及び和光市ひとり親家

庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を定めること

について

担 当 地域包括ケア課

【目的】

児童福祉法の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）の施行に伴い、和光

市重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５２年条例第４号）及び和光市ひと

り親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年条例第２０号）について、所要の

改正を行うものです。

【内容】

１ 改正内容

児童福祉法の一部改正により、「里親の定義」を定める同法第６条の４の規定が

整理されたため、各条例において引用する児童福祉法の条項番号を、「同法第６条

の４第１項」から「同法第６条の４」に改めます。

２ 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。
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議案第１３号 和光市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 長寿あんしん課

【目的】

介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令３００号）が平成２８年

９月に公布されたことに伴い、所要の改正をするものです。

【内容】

１ 改正の要点

介護保険制度では、第１号被保険者の保険料段階の判定に、所得を測る指標とし

て税控除等を差し引く前の合計所得金額を用いていましたが、介護保険法施行令の

一部を改正する政令により、現行の合計所得金額から租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）に規定されている長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額

を控除して得た額を用いることができるとされました。

その背景には、被災地等における防災集団移転事業や土地収用等、また、特定住

宅地造成事業等の売却で土地を譲渡することで所得が急増することにより介護保険

料が高額になってしまうことがあります。そのため、長期譲渡所得又は短期譲渡所

得においては、税制度同様に特別控除額を控除する必要があります。

介護保険料は原則として３年間同一の保険料率を用いることとされていますが、

被災地等で順次防災集団移転が進むことを考慮し、当市においても速やかに対応す

ることとします。

２ 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。
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議案第１４号 和光市消防団条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 危機管理室

【目的】

特別地方公務員としての消防団員の身分を明確にするために、欠格条項及び分限に

関する規定を追加します。また、懲戒及び退職に関する規定については、文言の整

理等、条文整理を行うものです。

【内容】

１ 改正の要点

(1) 欠格条項について〔第７条〕

消防団員の資格を得るに当たって、事前に排除されるべき条件を規定しま

す。

(2) 分限について〔第８条〕

消防団員として必要な適格性を欠く場合等において、公務の効率性を保つこ

とを目的として、その職員の意に反して処分を行うことができることを規定し

ます。

(3) 懲戒について〔第９条〕

これまで第８条及び第９条で規定していたものを、第９条に集約し、併せて

文言整理を行います。

(4) 退職について〔第１０条〕

これまで第７条で規定していたものを第１０条に移し、併せて文言整理を行

います。

２ 施行期日

平成２９年４月１日から施行します。
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議案第１５号 市道路線の認定について

担 当 道路安全課

【目的】

開発行為により帰属された道路用地を、市の道路として認定したいので、道路法

（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、この案を提出するもので

す。

【内容】

市道６４５号線

起点 和光市下新倉三丁目 １０４８番１地先

終点 和光市下新倉三丁目 １０４２番６地先

幅員 ６ .００ｍ ～ ８ .７６ｍ

延長 ５６ .３２ｍ

【施行期日】

議会承認の後、縦覧・告示をします。
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平成２８年度補正予算の概要

議案第１６号 平成２８年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第６号)

議案第１７号 平成２８年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算

(第３号）

議案第１８号 平成２８年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算

(第３号）

議案第１９号 平成２８年度埼玉県和光市和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第３号）

（参考資料） 各基金の現在高表
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

13
朝霞地区周産期医
療寄附講座支援事
業三市負担金

11,791 △ 7,861 3,930 健康保険医療課

15
障害者自立支援給
付費負担金

312,500 △ 2,412 310,088 社 会 援 護 課

15
生活困窮者自立支
援負担金

26,056 △ 2,210 23,846 社 会 援 護 課

15
国民健康保険保険
基盤安定負担金

45,000 3,946 48,946 健康保険医療課

15
保育所運営費負担
金

620,395 △ 59,619 560,776 保 育 サ ポ ー ト 課

15
社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金

0 2,574 2,574 情 報 推 進 課

15
社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金

0 5,648 5,648 情 報 推 進 課

　　 平成２８年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第6号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 26,789,412千円

補 正 額 △ 253,594千円

補正後予算額 26,535,818千円

（単位：千円）

説 明

平成28年度朝霞地区周産期医
療寄附講座支援事業の派遣医
師が減少したため、減額補正す
るもの。

補装具費について申請額が当
初予算の想定より少なかったた
め、減額補正するもの。（補助
率：1/2）

住居確保給付金について当初
見込み人員より申請者が大幅
に少ないため、減額するもの。
（補助率：3/4）

保険基盤安定繰出金に係る負
担金の額が確定したため、増額
補正するもの。

保育所及び幼稚園の利用者が
当初見込みよりも減り、運営費
が減少し、また、保育所につい
て、国基準保育料が見込みより
多くなり国庫負担額が減少する
ため、減額するもの。（補助率：
1/2）

マイナンバー制度に係るシステ
ム整備及び中間サーバー・プ
ラットフォームの利用に係る平
成28年度負担金について、追
加交付があるため追加計上す
るもの。（総務省分）

マイナンバー制度に係るシステ
ム整備等の平成28年度及び平
成27年度繰越分補助金の追加
交付があるため追加計上するも
の。（厚生労働省分）

議案第１６号
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

15
幼稚園就園奨励費
補助金

27,735 △ 4,168 23,567 保 育 サ ポ ー ト 課

15
子ども・子育て支援
交付金

91,065 22,287 113,352 保 育 サ ポ ー ト 課

15
保育対策総合支援
事業費補助金

137,597 △ 42,274 95,323 保 育 サ ポ ー ト 課

15
児童健全育成対策
費補助金

0 1,836 1,836 保 育 施 設 課

15
社会資本整備総合
交付金

248,000 △ 60,445 187,555 都 市 整 備 課

15
社会資本整備総合
交付金

13,750 △ 4,598 9,152 道 路 安 全 課

15
社会資本整備総合
交付金

20,000 △ 6,000 14,000 危 機 管 理 室

16
障害者自立支援給
付費負担金

157,125 △ 1,206 155,919 社 会 援 護 課

16
国民健康保険保険
基盤安定負担金

112,500 4,136 116,636 健康保険医療課

幼稚園在園児が当初見込みよ
りも下回るため、減額するもの。
(補助率：1/3）

保育施設等の利用実績により
補助金を見直したことにより、増
額補正するもの。（補助率：1/3）

保育対策総合支援事業補助金
のうち、小規模保育改修費等支
援事業費補助金については当
初の予定より対象経費が基準
額を下回ったため、賃貸物件に
よる保育所改修支援事業につ
いては、県支出金の補助金に
活用変更するため、減額補正
するもの。(補助率：2/3)
保育対策総合支援事業補助金
のうち、保育士宿舎借り上げ支
援事業補助金について、当初
の予定より対象経費が少額で
あったため減額補正するもの。
(補助率：1/2)

ICT導入に係る平成２８年度児
童健全育成対策費補助金につ
いて、事前協議の内示を受けた
ため、追加計上するもの。（補助
率：10/10）

社会資本整備総合交付金の交
付額が確定したため、減額補正
するもの。

社会資本整備総合交付金の配
分決定に伴い、減額補正するも
の。

社会資本整備総合交付金の配
当額に応じ、減額補正するも
の。

補装具費について申請額が当
初予算の想定より少なかったた
め、減額補正するもの。（補助
率：1/4）

保険基盤安定繰出金に係る負
担金の額が確定したため、増額
補正するもの。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

16
保育所運営費負担
金

310,196 △ 9,471 300,725 保 育 サ ポ ー ト 課

16
保育士試験受験手
数料補助事業費補
助金

0 139 139 保 育 サ ポ ー ト 課

16
家庭保育室等運営
事業費補助金

2,310 △ 1,038 1,272 保 育 サ ポ ー ト 課

16
多子世帯保育料軽
減事業費補助金

8,609 3,626 12,235 保 育 サ ポ ー ト 課

16
放課後児童対策事
業運営費補助金

34,196 21,387 55,583 保 育 施 設 課

16
一時預かり事業費補
助金

8,818 3,972 12,790 保 育 サ ポ ー ト 課

16
賃貸物件による保育
所整備事業補助金

0 18,000 18,000 保 育 施 設 課

16
延長保育事業費補
助金

13,298 △ 3,218 10,080 保 育 サ ポ ー ト 課

17
財政調整基金運用
利子

710 224 934 財 政 課

保育所及び幼稚園の利用者が
当初見込みよりも減り、運営費
が減少し、また、保育所につい
て、国基準保育料が見込みより
多くなり国庫負担額が減少する
ため、減額するもの。（補助率：
1/4）

民間保育所等における保育士
の人材確保を図るため、民間保
育所等において保育士の職に
従事する者に対して補助金を
交付するため、追加計上するも
の。
（補助率：10/10）

家庭保育室在園児が当初見込
みよりも下回るため、減額するも
の。（補助率：1/2）

補助金対象者が当初見込みよ
りも増加したため、増額補正す
るもの。（補助率：1/2）

子ども・子育て支援交付金に対
応する県負担分の放課後児童
対策事業運営費補助金につい
て、交付決定を受けたため、増
額補正するもの。(補助率：1/3)

・保育園について当初見込みよ
りも利用者が増加しており、補
助額が増加するため、増額補
正するもの。（補助率：1/3）
・一時預かり事業（幼稚園型）に
ついて、対象園が増加しため増
額補正するもの（補助率：1/3）

活用する補助金を国庫支出金
から県支出金へ変更するため、
追加計上するもの。（補助率：
2/3）

延長保育の利用者が当初見込
みを下回るため、減額するも
の。（補助率：1/3）

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

17
公共用地取得事業
基金運用利子

72 △ 20 52 財 政 課

17
市債管理基金運用
利子

5 5 10 財 政 課

17
学校教育施設整備
基金運用利子

58 △ 46 12 教 育 総 務 課

17
公共施設整備基金
運用利子

173 △ 38 135 財 政 課

17
都市基盤整備基金
運用利子

187 △ 67 120 都 市 整 備 課

17
和光市まちづくり基
金運用利子

6 28 34 総 務 人 権 課

18
和光市まちづくり寄
附条例寄附金

11,381 13,389 24,770 総 務 人 権 課

22

白子三丁目中央土
地区画整理組合活
動支援事業債（公共
分）

183,700 △ 62,200 121,500 財 政 課

22
アーバンアクア公園
整備事業債（公共
分）

112,500 △ 103,500 9,000 財 政 課

22
白子三丁目中央土
地区画整理組合活
動支援事業債

75,000 46,000 121,000 財 政 課

22
中央第二谷中土地
区画整理組合活動
支援事業債

127,500 △ 3,000 124,500 財 政 課

22
アーバンアクア公園
整備事業債（一般
分）

0 36,300 36,300 財 政 課

22
和光北インター第３
公園整備事業債

42,100 △ 8,400 33,700 財 政 課

基金運用利子額が確定したた
め、減額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、減額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、減額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、減額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

和光市まちづくり寄附条例に基
づく寄附金を受けたことに伴
い、増額補正するもの。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、増額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

公共事業債として予算計上した
起債対象事業費の一部が一般
事業債の対象となったため、追
加計上するもの。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

22
新設公園用地取得
事業債（一般分）

30,700 △ 400 30,300 財 政 課

22

白子三丁目中央土
地区画整理組合活
動支援事業債（補正
予算債）

0 36,000 36,000 財 政 課

22
第二中学校給食室
改築事業債

299,800 △ 73,700 226,100 財 政 課

22
第二中学校非構造
部材耐震化事業債

50,800 20,000 70,800 財 政 課

22
広沢小学校校舎非
構造部材耐震化事
業債

0 55,600 55,600 財 政 課

22
北原小学校非構造
部材耐震化事業債

0 79,300 79,300 財 政 課

22
広沢小学校校舎非
構造部材耐震化事
業債（補正予算債）

122,400 △ 68,600 53,800 財 政 課

22
北原小学校非構造
部材耐震化事業債
（補正予算債）

121,000 △ 95,200 25,800 財 政 課

22
第二中学校非構造
部材耐震化事業債
（補正予算債）

29,600 3,500 33,100 財 政 課

22
情報セキュリティ強化
対策事業債

42,400 △ 11,800 30,600 財 政 課

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

社会資本整備総合交付金の追
加交付に伴い、追加計上するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、増額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、追加計上するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、追加計上するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、増額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。
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２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2 ＯＡ化推進 107,627 △ 4,242 103,385 情 報 推 進 課

2 庁舎維持管理 155,884 △ 7,000 148,884 総 務 人 権 課

2
土地区画整理事業に
伴う住居表示整備

6,819 △ 5,549 1,270 戸 籍 住 民 課

2
まちづくりコミュニティ
カフェ運営

0 641 641 市民活動推進課

3 在宅障害者支援 1,014,956 △ 4,823 1,010,133 社 会 援 護 課

3
権利擁護センター
（成年後見支援セン
ター）

10,569 △ 4,169 6,400 社 会 援 護 課

3 在宅介護支援 96,310 △ 1,200 95,110 長 寿 あ ん し ん 課

（単位：千円）

説 明

使用料及び賃借料について
は、当初導入予定としていたセ
キュリティ機器による機能が、平
成29年度から始まる埼玉県セ
キュリティクラウド事業によって
同機能が提供されることが明確
となったため。
備品購入費については、平成
28年度10月入札及び12月入札
の実施により、セキュリティ強化
対策機器等に係る支出額が予
定価格より削減されたことから、
減額補正するもの。

光熱水費について、当初の積
算より安価に執行できる見込み
がついたため、減額補正するも
の。

白子三丁目中央土地区画整理
事業に伴う住居表示変更業務
の実施に当たり、住居表示変更
の対象者（事業者）への影響を
最小限となるように検討し、実施
した結果、関係経費が抑えられ
たため、減額補正するもの。

埼玉県緊急雇用創出基金市町村
事業として平成25年度から26年度
にかけて実施した「まちづくりコミュ
ニティカフェ運営事業」について、
会計検査院による会計実地検査で
の指摘事項に基づき、補助金の一
部を返還するため、追加計上する
もの。

補装具費について申請額が当
初予算の想定より少なかったた
め、減額補正するもの。

研修業務及び権利擁護業務委
託料については、協力事業者と
段階的に進めていく予定だった
が、スケジュールの見直し等に
より平成２９年度に実施すること
となったため、減額補正するも
の。

介護認定訪問調査員の任用に
空白期間等が生じたため、減額
補正するもの。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

3 老人ホーム入所措置 3,224 △ 1,500 1,724 長 寿 あ ん し ん 課

3
新倉高齢者福祉セン
ター管理運営

39,987 683 40,670 長 寿 あ ん し ん 課

3
介護保険特別会計
繰出金

591,771 △ 6,000 585,771 長 寿 あ ん し ん 課

3
国民健康保険特別
会計繰出金

718,002 10,769 728,771 健康保険医療課

3 ネウボラ 140,455 3,503 143,958 ネ ウ ボ ラ 課

3
教育・保育施設及び
地域型保育事業等
運営

1,862,880 △ 28,208 1,834,672 保 育 サ ポ ー ト 課

3 家庭保育室運営 22,978 △ 5,040 17,938 保 育 サ ポ ー ト 課

養護老人ホーム入所見込み者
が入所に至らなかったこと及び
現入所者の措置委託料が介護
保険適用になったことにより、予
算額より低くなったため、減額補
正するもの。

新倉高齢者福祉センター内に
設置しているヘルストロンの破
損により、新たに購入する必要
が生じたため、増額補正するも
の。

介護保険特別会計における事
業の減額補正に伴い、市の法
定負担分を減額補正するもの。

保険基盤安定繰出金、財政安
定化支援事業繰出金の額が確
定したため、増額補正するも
の。

平成27年度母子保健衛生費国
庫補助金妊娠・出産包括支援
事業において、実績報告により
交付申請額に満たなかったた
め、補助金の一部を返還するた
め増額補正するもの。

保育士の人材確保を図るため、
民間保育所等において保育士
の職に従事する者に対し保育
士試験受験手数料を補助する
ため、増額補正するもの。（負担
率：県10/10）
保育士宿舎借り上げ支援事業
において、当初の予定より対象
経費が少額であったため減額
補正するもの。
民間保育所運営委託料につい
て、実績等により当初見込みよ
り下回るため、減額補正するも
の。

家庭保育室在園児が当初見込
みよりも下回るため、減額補正
するもの。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

3
民間保育所等基盤
整備

400,037 △ 21,192 378,845 保 育 施 設 課

3 幼稚園就園奨励 174,045 △ 16,053 157,992 保 育 サ ポ ー ト 課

3 保育クラブ管理運営 281,339 2,636 283,975 保 育 施 設 課

3
生活困窮者自立促
進支援

63,073 △ 2,948 60,125 社 会 援 護 課

4 医療団体等支援 81,701 △ 10,000 71,701 健康保険医療課

4 成･老人保健 101,771 18,105 119,876 健康保険医療課

6 都市農業支援 3,331 3,717 7,048 産 業 支 援 課

8 市内循環バス運行 42,498 1,172 43,670 道 路 安 全 課

保育対策総合支援事業補助金
のうち、小規模保育改修費等支
援事業費補助金について、当
初の予定より対象経費がそれを
下回ったため減額補正するも
の。

幼稚園在園児が当初見込みよ
りも下回るため、減額補正する
もの。

子ども・子育て支援交付金に対
応する県負担分の放課後児童
対策事業運営費補助金につい
て、交付決定額が増額したた
め、又民間保育クラブにおいて
ICT導入に係る平成２８年度児
童健全育成対策費補助金の採
択に伴い事業を実施するため、
増額補正するもの。

住居確保給付金について当初
見込み人員より申請者が大幅
に少ないため、減額するもの。

平成28年度朝霞地区周産期医
療寄附講座支援事業の派遣医
師が減少したため、減額補正す
るもの。

医療業務委託料のがん検診業
務において、乳がん、子宮が
ん、前立腺がん、胃がん検診
（内視鏡）等の受診者が増加し
たため、増額補正するもの。

埼玉県緊急雇用創出基金市町
村事業として平成25年度及び
平成26年度に実施した和光産
農産物等PR事業について、会
計検査院による会計実地検査
での指摘事項に基づき、補助
金の一部を返還するため、増額
補正するもの。

運送収入額が想定額より下回る
と見込まれるため、運行事業交
付金を増額補正するもの。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

8
都市基盤整備基金
積立

100,187 49,933 150,120 都 市 整 備 課

8 都市計画業務 56,795 △ 7,398 49,397 都 市 整 備 課

8
白子三丁目中央土
地区画整理組合活
動支援

432,166 △ 41,200 390,966 都 市 整 備 課

8
駅北口土地区画整
理事業特別会計繰
出金

362,274 36,688 398,962 都 市 整 備 課

8
アーバンアクア公園
整備

270,952 △ 190,000 80,952 都 市 整 備 課

9 防災施設整備 41,620 △ 10,000 31,620 危 機 管 理 室

10
学校教育施設整備
基金積立

50,058 49,954 100,012 教 育 総 務 課

10 給食施設整備 426,366 △ 100,000 326,366 学 校 教 育 課

11 市債元金償還 1,486,130 4,301 1,490,431 財 政 課

11 市債利子償還 233,819 △ 69,477 164,342 財 政 課

都市基盤整備基金現在高（補
正後）
253,004千円

入札差金等による不用額が生
じたため、減額補正するもの。

社会資本整備総合交付金の交
付額が確定したため、減額補正
するもの。

交付金の減額と事業費分の減
額の差額分を増額補正するも
の。

社会資本整備総合交付金の交
付額が確定したこと。また、維持
管理費に不用額が生じたため、
減額補正するもの。

事業量を、社会資本整備総合
交付金の配当額に応じた内容
に縮小したため、差金分を減額
補正するもの。

学校教育施設整備基金現在高
（補正後）
107,465千円

第二中学校給食室改築工事及
び第二中学校昇降機設置工事
等の入札差金により不用額が
生じたため、減額補正するも
の。

元金償還額が確定したため、増
額補正するもの。

利子償還額が確定したため、減
額補正するもの。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

12 財政調整基金積立 308,789 36,939 345,728 財 政 課

12
公共用地取得事業
基金積立

50,072 △ 20 50,052 財 政 課

12 市債管理基金積立 5 5 10 財 政 課

12
公共施設整備基金
積立

50,173 49,962 100,135 財 政 課

12 まちづくり基金積立 11,387 13,417 24,804 総 務 人 権 課

財政調整基金現在高（補正後）
1,069,004千円

基金運用利子額が確定したた
め、減額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

公共施設整備基金現在高（補
正後）
198,200千円

和光市まちづくり寄附条例に基
づく寄附金を和光市まちづくり
基金に積み立てるため、増額補
正するもの。
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３　繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事　業 金　額

１  総務管理費
情報セキュリティ強化対策に係るサー
バ等機器構築事業

20,078

３　戸籍住民基本台帳費
通知カード・個人番号カード交付事
業

6,006

３ 民生費 2  児童福祉費 (仮称)ひろさわ保育園整備事業 141,499

市道408号線他詳細設計事業 10,152

市道91号線道路改良事業 4,691

道路拡幅整備に伴う用地取得事業 104

長期未着手都市計画事業見直し事
業

12,420

白子三丁目中央土地区画整理組合
活動支援事業

105,218

和光北インター第3公園整備事業 28,000

アーバンアクア公園整備事業 30,500

広沢小学校校舎非構造部材耐震化
事業

155,516

北原小学校非構造部材耐震化事業 145,368

第三小学校土地取得事業 2,160

３　中学校費 第二中学校非構造部材耐震化事業 144,440

２ 総務費

１  道路橋りょう費

３　 都市計画費

１０　教育費

２　小学校費

８ 土木費
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４　地方債

（変更） (単位：千円)

補　正　前 補　正　後

限　度　額 限　度　額

白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業 258,700 278,500

アーバンアクア公園整備事業 112,500 45,300

中央第二谷中土地区画整理組合活動支援事業 127,500 124,500

和光北インター第3公園整備事業 42,100 33,700

新設公園用地取得事業 192,700 192,300

第二中学校給食室改築事業 299,800 226,100

第二中学校非構造部材耐震化事業 80,400 103,900

広沢小学校校舎非構造部材耐震化事業 122,400 109,400

北原小学校非構造部材耐震化事業 121,000 105,100

情報セキュリティ強化対策事業 42,400 30,600

起債の目的
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

8
高額医療費共同事
業交付金

142,949 82,601 225,550 健康保険医療課

8
保険財政共同安定
化事業交付金

1,622,948 △ 937 1,622,011 健康保険医療課

9
保険給付費等支払
基金預金利子

311 △ 239 72 健康保険医療課

10
保険基盤安定繰入
金(保険税軽減分)

120,000 2,885 122,885 健康保険医療課

10
保険基盤安定繰入
金(保険者支援分)

90,000 7,892 97,892 健康保険医療課

10
財政安定化支援事
業繰入金

1,000 △ 8 992 健康保険医療課

平成２８年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 8,280,594千円

補 正 額 92,194千円

補正後予算額 8,372,788千円

（単位：千円）

説 明

国保連合会において、共同事
業におけるこれまでの実績を基
にした交付金額の再計算が行
われ、予算額と差異が生じたた
め増額補正するもの。なお、今
回の増額は、Ｃ型肝炎新薬の
保険適用等により、対象医療費
が増大したことが要因である。

国保連合会において、共同事
業におけるこれまでの実績を基
にした交付金額の再計算が行
われ、予算額と差異が生じたた
め減額補正するもの。

預金利子額が確定したため、減
額補正するもの。

繰入金額が確定したため、予算
額との差異を増額補正するも
の。

繰入金額が確定したため、予算
額との差異を増額補正するも
の。

繰入金額が確定したため、予算
額との差異を減額補正するも
の。

議案第１７号
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２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
一般被保険者高額
療養費

461,250 24,000 485,250 健康保険医療課

4 前期高齢者納付金 616 6 622 健康保険医療課

7 高額医療費拠出金 187,820 45,634 233,454 健康保険医療課

7
保険財政共同安定
化事業拠出金

1,831,863 △ 36,194 1,795,669 健康保険医療課

9 基金積立金 394,932 58,269 453,201 健康保険医療課

10 償還金 6,648 479 7,127 健康保険医療課

（単位：千円）

説 明

一般被保険者における高額療
養費が想定以上に増加してお
り、予算額に不足が生じるた
め、増額補正するもの。なお、
今回の増額は、C型肝炎新薬の
保険適用等が要因である。

納付金額が確定したため、予算
額との差異を増額補正するも
の。

国保連合会において、共同事
業におけるこれまでの実績を基
にした拠出金額の再計算が行
われ、予算額と差異が生じたた
め増額補正するもの。なお、今
回の増額は、Ｃ型肝炎新薬の
保険適用等により、対象医療費
が増大したことが要因である。

国保連合会において、共同事
業におけるこれまでの実績を基
にした拠出金額の再計算が行
われ、予算額と差異が生じたた
め減額補正するもの。

保険給付費等支払基金
残高（補正後）512,444千円

特定健診における国及び県負
担金について、実績額が確定し
返還額が生じるため、増額補正
するもの。
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
現年度分（介護給付
費負担金）

519,905 △ 7,200 512,705 長 寿 あ ん し ん 課

2
現年度分（調整交付
金）

43,883 △ 17,269 26,614 長 寿 あ ん し ん 課

3
現年度分（介護給付
費交付金）

797,869 △ 13,439 784,430 長 寿 あ ん し ん 課

4
現年度分（介護給付
費負担金）

406,193 △ 8,402 397,791 長 寿 あ ん し ん 課

5
介護給付費準備基
金運用利子

132 23 155 長 寿 あ ん し ん 課

6
現年度分（介護給付
費繰入金）

356,192 △ 6,000 350,192 長 寿 あ ん し ん 課

平成２８年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算（第３号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 3,387,042千円

補 正 額 △ 47,977千円

補正後予算額 3,339,065千円

（単位：千円）

説 明

施設介護サービス費、特定入
所者介護サービス費の減額補
正に伴い、国の法定負担分を
減額補正するもの。

施設介護サービス費、特定入
所者介護サービス費の減額補
正に伴い、調整交付金の法定
負担分が減額するとともに、調
整交付金の負担率を1.54％で
当初計上していたが、0.95％に
減額補正するもの。

施設介護サービス費、特定入
所者介護サービス費の減額補
正に伴い、支払基金の法定負
担分を減額補正するもの。

施設介護サービス費、特定入
所者介護サービス費の減額補
正に伴い、県の法定負担分を
減額補正するもの。

介護給付費準備基金にかかる
運用利子額が確定したため、増
額補正するもの。

施設介護サービス費、特定入
所者介護サービス費の減額補
正に伴い、市の法定負担分を
減額補正するもの。

議案第１８号
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

6
介護給付費準備基
金繰入金

34,007 4,310 38,317 長 寿 あ ん し ん 課

２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
施設介護サービス保
険給付業務

911,637 △ 40,000 871,637 長 寿 あ ん し ん 課

2
特定入所者介護等
サービス費給付

87,375 △ 8,000 79,375 長 寿 あ ん し ん 課

9
介護給付費準備基
金積立

25,484 23 25,507 長 寿 あ ん し ん 課

説 明

施設介護サービス費、特定入所者
介護サービス費の減額補正及び調
整交付金の負担割合の変更に伴
い、介護給付費準備基金繰入金を
増額補正するもの。

（単位：千円）

説 明

施設の利用件数が当初見込み
を下回っているため、減額補正
するもの。

施設の利用件数に連動し、当
初の見込み費用を下回ってい
るため、減額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

1
社会資本整備総合
交付金

125,400 △ 85,800 39,600
駅北口土地区画
整理事業事務所

2 一般会計繰入金 362,274 36,688 398,962
駅北口土地区画
整理事業事務所

２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

2
駅北口土地区画整
理推進（駅北）

718,897 △ 49,112 669,785
駅北口土地区画
整理事業事務所

平成２８年度埼玉県和光市和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 805,236千円

補 正 額 △ 49,112千円

補正後予算額 756,124千円

（単位：千円）

説 明

交付額が確定したため、減額補
正するもの。

交付金の減額による繰入金の増
額と事業費減額の差額を増額補
正するもの。

（単位：千円）

説 明

報酬・賃金については、採用が
困難なため減額。委託料につい
ては、調査箇所の縮減及び請負
差額のため減額。補償・補填及
び賠償金については、補償金額
の確定及び工事着手時期による
補償期間の短縮などのため減額
補正するもの。

議案第１９号
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３　繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事　業 金　額

２ 区画整理事業費 １　 事業費 建物移転等補償事業 176,000
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積  立  額 取　崩　額

財 政 調 整 基 金 1,032,065 36,939 1,069,004

市 債 管 理 基 金 6,014 5 6,019

学 校 教 育 施 設 整 備 基 金 57,511 49,954 107,465

公 共 用 地 取 得 事 業 基 金 82,889 △ 20 82,869

公 共 施 設 整 備 基 金 148,238 49,962 198,200

都 市 基 盤 整 備 基 金 203,071 49,933 253,004

学 校 建 設 基 金 0 0

和 光 市 ま ち づ く り 基 金 26,268 13,417 39,685

小 計 1,556,056 200,190 0 1,756,246

国民健康保険高額療養費資金貸付基金 5,000 5,000

国民健康保険保険給付費等支払基金 454,175 58,269 512,444

国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 5,000 5,000

介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金 176,062 23 4,310 171,775

介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等
一 部 負 担 金 に 係 る 資 金 貸 付 基 金

5,000 5,000

小 計 645,237 58,292 4,310 699,219

2,201,293 258,482 4,310 2,455,465

（参考資料）　各基金の現在高表

（単位：千円）
積立及び取崩の状況

合 計

会計
区分

基　　　金　　　名
補  正  前
現  在  高

補  正  後
現  在  高

特
別
会
計

一
般
会
計
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平成２９年度予算の概要

議案第２０号 平成２９年度埼玉県和光市一般会計予算

議案第２１号 平成２９年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予算

議案第２２号 平成２９年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２３号 平成２９年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算

議案第２４号 平成２９年度埼玉県和光市和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計予算

議案第２５号 平成２９年度埼玉県和光市水道事業会計予算

議案第２６号 平成２９年度埼玉県和光市下水道事業会計予算
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 平成２９年度和光市一般会計予算について

１ 基本方針

平成２９年度の予算編成については、国の動向を見極めつつ、和光市駅北口を始めとす

る各土地区画整理事業、子ども子育て支援及び庁舎防災拠点整備事業などの平成２９年度

和光市行政経営方針に重点施策として位置づけられている事業を中心に予算の調整を行っ

た。

予算編成にあたっては、歳入予算では、市税収入や地方消費税交付金などの経常一般財

源の増加が見込まれるものの、歳出予算では、土地区画整理事業や公園整備などの都市基

盤整備事業を推進する中、子ども子育て支援や高齢者介護等の社会保障関係経費が大幅に

増加しており、実施計画採択事業であっても、事業の優先度や必要性、将来の財政運営に

及ぼす影響などを検討し、事業費の削減や事業年度の先送りなどの対応を図るほか、将来

を見据えた投資的事業については市債の発行や事業に合わせた各基金を活用するなど、所

要の財源を確保した。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ２４５億３，５００万円

（対前年度比 １，０００万円、０．０４％の増）

⑴ 市税の状況

市税合計額 １４３億２５７万円

（対前年度比 ２億４，９３９万５千円、１．８％の増）

【主要税目の状況】

・個人市民税 １億４，８２７万２千円増加(対前年度比 ２．４％の増)

・法人市民税 ５００万３千円増加(対前年度比 １．１％の増)

・固定資産税 １億５４３万７千円増加(対前年度比 １．８％の増)

※ 固定資産税は、国有資産等所在市町村交付金を含まない純固定資産税の比較

⑵ 市債の状況

市債合計 ８億６，９２０万円

議案第２０号
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（対前年度比 ３億１，５５０万円、２６．６％の減）

・市道舗装補修事業債 ９，２２０万円

・芝宮橋整備事業債 １，８２０万円

・白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業債 ３億２，３３０万円

・アーバンアクア公園整備事業債 ８，２５０万円

・越後山土地区画整理組合活動支援事業債 ３億７５０万円

・新設公園整備事業債 ３，５６０万円

・防災行政無線整備事業債 ９９０万円

平成２９年度末における一般会計地方債現在高の見込額

１７０億６，３１１万１千円(２８年度から６億１，４４５万６千円の減)

⑶ 主な基金の取崩状況

基金繰入金の合計 ５億１，３０３万８千円

（対前年度比 ６，２６１万３千円、１３．９％の増）

・財政調整基金繰入金 ２億５，０８４万２千円

・公共施設整備基金繰入金 １億円

・都市基盤整備基金繰入金 １億４，７２４万７千円

・学校教育施設整備基金繰入金 ２００万円

・和光市まちづくり基金繰入金 ６９３万円

・市債管理基金繰入金 ６０１万９千円

地方消費税交付金のうち消費税率引き上げ分の社会保障施策への対応

地方消費税交付金 １１億５，６００万円

うち消費税率引き上げ分 ４億８，７００万円

【社会保障施策への対応】

・障害者福祉費 ９，２０４万３千円

・保育園費 ２億４，６４２万２千円

・保育クラブ費 ２，０４５万４千円

・生活保護費 １億１，１５２万３千円

・予防費 １，６５５万８千円
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（単位：千円）

29年度
予算額

28年度
予算額

増減額
増減率
(％)

1 14,302,570 14,053,175 249,395 1.8

2 112,000 108,000 4,000 3.7

3 13,000 11,000 2,000 18.2

4 74,000 149,000 △ 75,000 △ 50.3

5 73,000 58,000 15,000 25.9

6 1,156,000 1,119,000 37,000 3.3

7 1,358 1,382 △ 24 △ 1.7

8 39,000 29,000 10,000 34.5

9 33,400 33,400 0 0.0

10 68,000 64,000 4,000 6.3

11 50,000 127,000 △ 77,000 △ 60.6

12 8,000 10,000 △ 2,000 △ 20.0

13 683,205 698,770 △ 15,565 △ 2.2

14 281,877 277,166 4,711 1.7

15 3,834,316 3,884,746 △ 50,430 △ 1.3

16 1,454,811 1,509,846 △ 55,035 △ 3.6

17 224,098 15,285 208,813 1,366.1

18 2 2 0 0.0

19 513,039 450,426 62,613 13.9

20 500,000 500,000 0 0.0

21 244,124 241,102 3,022 1.3

22 869,200 1,184,700 △ 315,500 △ 26.6

24,535,000 24,525,000 10,000 0.0

平成２９年度一般会計歳入予算概要

歳　入　科　目

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金等

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳　入　合　計
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（単位：千円）

29年度
予算額

28年度
予算額

増減額
増減率
(％)

1 217,537 218,896 △ 1,359 △ 0.6

2 2,785,032 2,659,412 125,620 4.7

3 11,877,210 11,568,893 308,317 2.7

4 1,508,170 1,489,410 18,760 1.3

5 62,477 61,533 944 1.5

6 49,573 49,405 168 0.3

7 79,289 83,603 △ 4,314 △ 5.2

8 3,091,438 3,209,885 △ 118,447 △ 3.7

9 949,147 928,984 20,163 2.2

10 2,030,239 2,509,063 △ 478,824 △ 19.1

11 1,673,381 1,719,949 △ 46,568 △ 2.7

12 186,507 967 185,540 19,187.2

13 25,000 25,000 0 0.0

24,535,000 24,525,000 10,000 0.0

平成２９年度一般会計歳出予算概要

歳　出　科　目

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

諸支出金

予備費

歳　出　合　計
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平成２９年度和光市国民健康保険特別会計予算について

１ 基本方針

平成２９年度は、国民健康保険制度における改正を翌年に控え、保険者としてその対

応に重点を置いた運営が求められる。特に、都道府県が財政運営の主体となり、市町村

の特別会計における財政構造が大きく変わる中で、「国民健康保険事業費納付金」及び

「標準保険料率」の仕組みは、 も重要な要素となる。当市においても、国民健康保険

運営協議会等により、保険者としての対応について今後検討を始めていく。

当市の国民健康保険における現状をみると、被保険者数については、近年の景気回復

や社会保険の適用拡大を受け減少傾向となっている。一方で、一人当たりの保険給付費

については、高額新薬の保険適用、高額な医療費を伴う入院件数の増加、新規人工透析

患者の増加などにより伸び続けている状況にある。

医療費については、高齢化などにより伸び続けることが予測されているが、これまで

の医療費増加の傾向とその要因、将来の医療費に影響を与える要因等を把握し、今後に

おいて当市の医療費がどのように推移していくのかを分析する必要がある。その結果を

受け、保険者としてどのような取組が必要なのか、いかにして医療費を抑制していくの

かという視点から、その対応を積極的に検討していく。

依然として厳しい財政状況が予想される中で、今後においても安定的な国民健康保険

制度を維持することを目的に、次の視点を考慮した平成２９年度予算編成を行った。

 自主財源の確保

口座振替の加入促進、納税サポートセンターによる初期滞納への早期着手等によ

り、収納率の向上を図る。

 保健事業の推進

特定健診や特定保健指導の実施、生活習慣病重症化予防対策事業による人工透析

患者の発生の抑制、適正受診・適正服薬を促す訪問事業などを実施し、被保険者の

健康の保持・増進と医療費の適正化を図る。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ７９億７，６２１万３千円

（対前年度比 １億３，４１３万８千円、 １．７％の増）

議案第２１号 
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Ⅰ 被保険者等の状況

項 目 説 明

１ 世帯数 平成 29 年度平均見込 10,300 世帯

（対前年増減 △3.29％）

２ 被保険者数 平成 29 年度平均見込 16,200 人

（対前年増減 △3.46％）

 一般被保険者

16,000 人（対前年増減 △3.03％）

 退職被保険者

200 人（対前年増減 △28.57％）

 介護保険 2 号被保険者（再掲）

5,250 人（対前年増減 △5.41％）

 前期高齢者（再掲）

5,400 人（対前年増減 △1.82％）

３ 一世帯当たり加入者数 平成 29 年度平均見込 1.57 人

（対前年増減 △0.63％）
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Ⅱ 歳入

科 目 予算額（千円） 説 明

１ 国民健康保険税 1,576,767  現年課税分 1,477,807 千円

（対前年増減 △3.93％）

ア 一般分 1,455,618 千円

調定額 1,608,419 千円

収納率 90.5％

イ 退職分 22,189 千円

調定額 22,759 千円

収納率 97.5％

 滞納繰越分 98,960 千円

（対前年増減 △4.39％）

ア 一般分 98,270 千円

イ 退職分 690 千円

２ 一部負担金 2

３ 使用料及び手数料 2

４ 国庫支出金 1,328,152  療養給付費等負担金 1,206,436 千円

 高額医療費共同事業負担金 58,521 千円

 特定健康診査等負担金 8,924 千円

 財政調整交付金 50,000 千円

 システム開発費等補助金 4,271 千円

５ 療養給付費等交付金 82,693

６ 前期高齢者交付金 1,357,474

７ 県支出金 461,684  高額医療費共同事業負担金 58,521 千円

 特定健康診査等負担金 8,924 千円

 財政調整交付金 394,239 千円

８ 共同事業交付金 1,891,902  高額医療費共同事業交付金 217,193 千円

 保険財政共同安定化事業交付金

1,674,709 千円

９ 財産収入 3
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10 繰入金 1,196,975  一般会計繰入金 725,914 千円

ア 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

120,000 千円

イ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

90,000 千円

ウ 事務費繰入金 36,914 千円

エ 出産育児一時金繰入金 28,000 千円

オ 財政安定化支援事業繰入金 1,000 千円

カ その他繰入金 450,000 千円

 支払基金繰入金 471,061 千円

11 繰越金 40,001

12 諸収入 40,558

歳入合計 7,976,213
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Ⅲ 歳出

科 目 予算額（千円） 説 明

１ 総務費 45,851 参考・主な内容

国保システム制度改正対応業務 8,867 千円

２ 保険給付費 4,418,173  一般被保険者分 4,251,718 千円

（対前年増減 ＋2.29％）

参考・主な内容

ア 療養給付費 3,672,270 千円

イ 療養費 68,388 千円

ウ 高額療養費 510,300 千円

 退職被保険者分 109,575 千円

（対前年増減 △26.18％）

参考・主な内容

ア 療養給付費 86,400 千円

イ 療養費 1,440 千円

ウ 高額療養費 21,600 千円

 審査支払手数料 10,359 千円

 出産育児一時金 42,000 千円

 出産育児一時金支払手数料 21 千円

 葬祭費 4,500 千円

３ 後期高齢者支援金等 891,974  後期高齢者支援金 891,909 千円

 後期高齢者関係事務費拠出金 65 千円

４ 前期高齢者納付金等 3,247  前期高齢者納付金 3,184 千円

 前期高齢者関係事務費拠出金 63 千円

５ 老人保健拠出金 33

６ 介護納付金 354,348

７ 共同事業拠出金 2,107,337  高額医療費共同事業拠出金 234,087 千円

43



 保険財政共同安定化事業拠出金

1,873,248 千円

 その他共同事業拠出金 2 千円

８ 保健事業費 107,896  特定健康診査・特定保健指導 88,621 千円

参考・主な内容

ア 特定健康診査等委託料 65,401 千円

イ 特定保健指導委託料 3,107 千円

ウ データヘルス計画等作成費 2,646 千円

 保健衛生普及活動 19,275 千円

参考・主な内容

ア 生活習慣病重症化予防対策事業

6,240 千円

イ ジェネリック医薬品差額通知作成等業務

864 千円

ウ 健康サポート訪問事業

2,333 千円

９ 基金積立金 1

10 諸支出金 7,353

11 予備費 40,000

歳出合計 7,976,213
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平成２９年度和光市後期高齢者医療特別会計予算について

１ 基本方針

後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方及び６５歳以上７５歳未満で一定の障害がある

方（本人の申請に基づき、保険者の認定を受けた方）を対象とする医療保険制度で、平成

２０年４月から埼玉県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、事務及び財政運営の共同

処理、広域にわたる計画の策定、構成市町村の連絡調整が行われている。埼玉県後期高齢

者医療広域連合の推計では、埼玉県の７５歳以上の人口は、９年後の平成３７年には５１．

９％増の約１１７万人（埼玉県後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（案）より）と大

幅な伸びが見込まれており、被保険者の健康増進と医療費適正化の一層の推進による本制

度の持続可能性の確保が求められている。

平成２９年度和光市後期高齢者医療特別会計予算については、広域連合が推計した市負

担金算定に用いる諸係数及び当市における７５歳以上の被保険者数に基づき予算を編成し

ている。

主な歳入については、保険者である埼玉県後期高齢者医療広域連合が被保険者数から算

出した各構成市町村の保険料賦課見込額に予定収納率を乗じて得た保険料と高齢者の医療

の確保に関する法律第９９条に基づく、低所得者に対する保険料の軽減措置による減収相

当額を補完するための財源を一般会計からの繰り入れにより「保険基盤安定繰入金」とし

て計上している。

一方歳出については、歳入に連動する形で、後期高齢者医療保険料負担金及び保険基盤

安定負担金のほか、被保険者の資格喪失による保険料還付金等を計上している。

なお、算出の基礎となった当市の被保険者数は６，３９８人で、前年度に比べて２６６

人増加しており、これに伴い予算額も２，２０６万２千円、３．４％の増となっている。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ６億７，５５６万５千円

（対前年度比 ２，２０６万２千円、３．４％増）

議案第２２号
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歳 入 単位：千円

歳 出 単位：千円

科 目 予算額 説 明

款１ 後期高齢者医療保険料 591,847

特別徴収保険料 290,255
現年度分普通徴収保険料 293,818
過年度分普通徴収保険料 7,774

項１ 後期高齢者医療保険料 591,847
目１ 後期高齢者医療保険料 591,847

款２ 繰入金 82,063
項１ 一般会計繰入金 82,063

目１ 保険基盤安定繰入金 82,063

款３ 繰越金 1
項１ 繰越金 1

目１ 繰越金 1
款４ 諸収入 1,654

項１ 延滞金、加算金及び過料 301
目１ 延滞金

目２ 過料

300
1

項２ 償還金及び還付加算金 1,350

目１ 保険料還付金

目２ 還付加算金

1,300
50

項３ 預金利子 1
目１ 預金利子 1

項４ 雑入 2
目１ 滞納処分費

目２ 雑入

1
1

歳 入 合 計 675,565

科 目 予算額 説 明

款１ 後期高齢者医療広域連合納付金 674,211
項１ 後期高齢者医療広域連合納付

金

674,211

目１ 後期高齢者医療広域連合

納付金

674,211

款２ 諸支出金 1,351
項１ 償還金及び還付加算金 1,350

目１ 保険料還付金

目２ 還付加算金

1,300
50

項２ 諸支出金 1
目１ 一般会計繰出金 1

款３ 予備費 3
項１ 予備費 3

目１ 予備費 3

歳 出 合 計 675,565
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平成２９年度和光市介護保険特別会計予算について

１ 基本方針

第６期介護保険事業計画は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律」の施行及び介護保険法の改正により、地域包括ケア

計画として位置づけられており、和光市が策定する長寿あんしんプラン（第６期介護保険

事業計画・高齢者保健福祉計画）は、「地域包括ケアシステムによる介護保障と自立支援

のさらなる発展をめざして」を基本目標としている。

計画の最終年となる平成２９年度の和光市介護保険特別会計は、事業計画の基本目標を

踏まえ、平成２７年度からスタートした「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」を更

に充実させる他、平成２８年度に基盤整備を行った地域密着型サービスの定着を推進及び、

第７期介護保険事業計画を見据え予算を編成した。

 平成２９年度における新規事業

ア 介護予防拠点の整備と事業の開始

第６期介護保険事業計画に基づき、介護予防の一層の強化を図るため、平成２

８年度には新たに３ヶ所の介護予防拠点を整備したところであるが、本格的な介

護予防事業を２９年度から開始し、介護予防・日常生活支援総合事業をより充実

させていく。また北エリアに新設した認知症対応型共同生活介護施設の地域交流

室で地域支援事業を実施していく他、新倉高齢者福祉センターでも、介護予防・

日常生活支援総合事業を実施する予定である。

イ 地域密着型サービスの整備

平成２８年度に、北エリアに、認知症対応型共同生活介護と、看護小規模多機

能型居宅介護の併設型施設を、また南エリアにはサービス付き高齢者向け住宅と、

そこに併設した定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を、南エリア、中央エ

リアには、それぞれ定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を新たに整備した

ところであり、引き続きそれらのサービスの推進を図っていく。

 歳出（平成２９年度の事業計画）

平成２９年度予算の歳出のうち、施設サービス費、居宅サービス費及び地域密着型

議案第２３号
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サービス費については、第６期介護保険事業計画において推計した給付費の伸び率に、

直近の給付実績及び、平成２８年度に新たに整備した認知症対応型共同生活介護や看

護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービス見込み

量の増加も考慮し、必要量と供給量を推計し計上した。

また、地域支援事業については、新しい介護予防・日常生活支援総合事業として、

「介護予防・生活支援サービス事業」、「一般介護予防事業」を引き続き実施すると

ともに、包括的支援事業として、地域ケア会議の充実、認知症施策の推進、各日常生

活圏域に生活支援コーディネーターを配置するための経費を引き続き計上し、生活支

援サービス体制の整備を図っている。

 歳入

歳入の構成は、保険給付費に充当される介護保険料、国・県支出金、支払基金交付

金及び基金繰入金、また総務費等に充当される一般会計繰入金で構成されている。

歳入の２３．６％を占める介護保険料については、第６期基準月額４，２２８円を

基礎とし、被保険者数（１４，７９５人、対前年７３８人増）が５．３％増加するこ

とにより、保険料収入は３．３％増加することを見込み、予算計上している。

また、歳入の５６．６％を占める国・県・支払基金からの負担金については、歳出

に連動する形で各種サービス給付及び事業に要する費用の見込額に、それぞれの負担

割合を乗じて計上している。

この他、保険給付費、各種事業費及び事務費等に充当するため、歳入予算の１９．7％

にあたる一般会計及び介護給付費準備基金からの繰入金を計上し、予算全体を調整し

た。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ３４億４，５２７万２千円

（対前年度比 １億６，６７４万３千円、５．１％の増）
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一般状況

科 目 予 算 額 説 明

１ 第一号被保険者数

２ 高齢化率

３ 保険料基準額

年間平均 １４，７９５人

（対前年比 ７３８人 ５．３％の増）

前期高齢者数（６５～７４歳）

８，３２７人

（対前年比 ４０２人 ５．１％の増）

後期高齢者数（７５歳以上）

６，４６８人

（対前年比 ３３６人 ５．５％の増）

１７．６％

（対前年比 ０．３ポイントの増）

４，２２８円

（対前年比 増減なし）
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歳 入

科 目 予 算 額 説 明

１ 介護保険料

２ 国庫支出金

３ 支払基金交付金

４ 県支出金

５ 一般会計繰入金

６ 基金繰入金

８１３，８１２

６２９，１８７

８７４，２６１

４４７，８４５

６１５，５８２

６４，４８４

現年度分特別徴収保険料 ６９６，５０４

現年度分普通徴収保険料 ９８，８７１

滞納繰越分普通徴収保険料 １８，４３７

介護給付費負担金 ５４４，７８９

調整交付金 ３１，８４８

地域支援事業交付金 ４７，１１３

介護保険事業費補助金 ５，４３７

介護給付費交付金 ８３０，７２７

地域支援事業支援交付金 ４３，５３４

介護給付費負担金 ４１９，４４８

地域支援事業交付金 ２７，４４４

介護保険事業費補助金 ９５１

財政安定化基金支出金 ２

介護給付費繰入金 ３７０，８６０

事務費繰入金等 １９８，２０９

低所得者軽減負担金繰入金 ４，５９７

その他一般会計繰入金 １４，４７２

地域支援事業繰入金 ２７，４４４

介護給付費準備基金繰入金 ６４，４８４
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歳 出

科 目 予 算 額 説 明

１ 総務費

２ 保険給付費

介護等サービス諸費

介護予防サービス等諸

費

その他諸費

高額介護等サービス諸

費

特定入所者介護サービ

ス等費

３ 財政安定化基金拠出

金

１９８，５３９

２，９６６，８８２

２，７５０，２８７

４５，３０１

１，８２５

８９，７２２

７９，７４７

２

一般管理費 ４０，９７０

連合会負担金 １１

賦課徴収費 ５，０２４

介護認定審査会費 ３１，９８１

運営協議会費 ４８８

地域包括支援センター事業費

１１７，４６６

趣旨普及費 ２，５９９

居宅サービス系の実給付費

１，８５８，２８７

施設サービス系の実給付費

８９２，０００

介護予防サービス費他 ４５，３０１

審査支払手数料 １，８２４

その他 １

高額介護等サービス費 ８９，６７２

高額介護予防サービス費 ５０

特定入所者介護サービス費他

７９，７４７

科目設定 ２
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科 目 予 算 額 説 明

４ 市町村特別給付費

５ 地域支援事業費

６ 利用者負担額軽減制

度事業費

７ 低所得高齢者等住ま

い・生活支援モデル事業費

８ 保健福祉事業費

５６，６２１

１９６，５４９

１，２６８

５，１０７

１８，７００

紙おむつ等サービス費 ３１，６０１

地域送迎サービス費 １８，９００

食の自立・栄養改善サービス費 ６，１２０

介護予防・日常生活支援総合事業費

１５５，４７９

包括的支援事業・任意事業費

４１，０７０

利用者負担額軽減制度事業費 １，２６８

低所得高齢者等住まい・ ５，１０７

生活支援モデル事業費

介護予防スクリーニング事業 ４，７６３

健康増進・介護者リフレッシュ ４，３１５

地域介護予防 ２４７

介護予防強化サービス事業 ９，３７５
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平成２９年度和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計予算について

１ 基本方針

和光市駅北口土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用

の増進を図ることを目的とし、駅南口と併せた中心市街地として、計画的な市街地形成、

交通の円滑化、安全で快適な居住空間の確保など、災害に強い住み良いまちづくりを目指

す都市基盤整備事業である。

平成２９年度の予算編成は、前年度に引続き街路築造及び宅地造成等工事を実施するた

め工事請負費、建物移転に伴う移転補償費及び損失補償費等を計上している。

また、計画的な事業推進を目指し次年度施工予定箇所の建物移転等補償調査業務及び工

事実施設計業務等の委託料を含め予算編成をした。

２ 予算規模

歳入歳出総額 １１億５,２２９万３千円

（対前年度比 ３億４,７５９万８千円 ４３．２％の増）

議案第２４号
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　　（単位:千円・％）

本年度予算 前年度予算 比較増減額 対前年度比％

１ 国 庫 支 出 金 107,800 125,400 △ 17,600 △ 14.0

２ 繰 入 金 496,191 384,893 111,298 28.9

3 繰 越 金 1 1 0 0.0

４ 諸 収 入 1 1 0 0.0

５ 市 債 548,300 294,400 253,900 86.2

1,152,293 804,695 347,598 43.2

　　（単位:千円・％）

本年度予算 前年度予算 比較増減額 対前年度比％

１ 区 画 整 理 総 務 費 85,251 85,298 △ 47 △ 0.1

２ 区 画 整 理 事 業 費 1,066,542 718,897 347,645 48.4

３ 予 備 費 500 500 0 0.0

1,152,293 804,695 347,598 43.2

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

款

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

款

歳　　　出　　　合　　　計
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平成２９年度和光市水道事業会計の主な予算内容

１ 収益的収入及び支出

事業収益 １，４８２，８８７千円

事 業 費 １，３００，８４１千円

２ 資本的収入及び支出

収 入 額 ９，０８２千円

支 出 額 ３９９，７６９千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 収 益

営業外収益

特 別 利 益

１，３１４，５７６

１６８，２１１

１００

総給水量 ９,２９６,０００

総有収水量 ８,９８５,０００

有収率 ９６．７％

・給水収益 １,１１２,５２７千円

・受託工事収益 ２，５９６千円

・配水管工事負担金 ３１,９０３千円

・加入金 １１６,３５９千円

・下水道使用料徴収事務受託料 ４８,７４０千円

・長期前受金戻入 １６６,７９３千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 費 用

営業外費用

特 別 損 失

予 備 費

１，２６９，２９６

２５，９４５

６００

５,０００

・県水受水費 ４３８，３６７千円

・動力費 ４６，６３１千円

・浄水場運転管理等委託 ５３,５２５千円

・量水器満期交換 １５,３２３千円

・水道料金等徴収等委託料 ８３,５７３千円

・貸倒引当金繰入額 ８７６千円

・減価償却費 ３９０,５０６千円

・固定資産除却費 ４１７千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

負 担 金 ９,０８２ ・一般会計負担金 ９，０８２千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

建設改良費

企業債償還金

予 備 費

３５９，４８６

３５,２８３

５,０００

・給配水管布設費 ２４２，３６３千円

・浄水場施設改良費 ８５，２８８千円

・企業債償還金 ３５，２８３千円

議案第２５号
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平成２９年度和光市下水道事業会計の主な予算内容

１ 収益的収入及び支出

事業収益 １,１４２,６３９千円

事 業 費 １,０４１,０６５千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 収 益

営業外収益

特 別 利 益

９３７,４１３

２０５,２１１

１５

有収水量 ８,６９７,０００㎥

・下水道使用料 ６５２,９６３千円

・他会計負担金 ２８４,２１８千円

・指定工事店等手数料等 ２３２千円

・預金利息 ４千円

・他会計補助金 ６５,３２０千円

・長期前受金戻入 １３６,８７６千円

・下水道施設占用料等 ３,０１１千円

・過年度損益修正益 １５千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 費 用

営業外費用

特 別 損 失

予 備 費

９３０,９０６

１０４,８５９

３００

５,０００

・施設維持関係委託（雨水） １０,８４８千円

（汚水） ３６,６８９千円

・施設維持等修繕 （雨水） ５,８５４千円

（汚水） ３６,１７０千円

・下水道使用料算定及び徴収事務委託

４８,７４１千円

・荒川右岸流域下水道事業維持管理負担金等

２８１,３７０千円

・貸倒引当金繰入額 ５９６千円

・減価償却費 ４４３,０６２千円

・下水道事業債利子償還金 ９０,５０１千円

・過年度損益修正損 ３００千円

議案第２６号
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２ 資本的収入及び支出

収 入 額 １２７,２６２千円

支 出 額 ５３５,９２７千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

企 業 債

他会計負担金

貸付金償還金

４７,４００

７９,７４２

１２０

・建設改良費等企業債 ４７,４００千円

・一般会計負担金 ４１,０７３千円

・他会計負担金 ３８,６６９千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

建設改良費

企業債償還金

貸 付 金

予 備 費

１４４,６５８

３８５,９６９

３００

５,０００

・工事請負費(雨水) ５,４００千円

（汚水） ５６,５３０千円

・委託料 （雨水） １４,９６９千円

（汚水） ２,１６０千円

・荒川右岸流域下水道事業建設負担金

１８,３４９千円

・下水道事業債元金償還金 ３８５,９６９千円
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